
申告書の書き方
Ⅰ．　まず、住所・氏名・職業・電話番号・個人番号（マイナンバー）等を記入してください。

Ⅱ．　次に所得金額の計算です。

【カ】（給与収入の合計額）

～650,999円

651,000～1,900,000円

1,900,000～3,599,999円

3,600,000～6,599,999円

6,600,000～8,499,999円

8,500,000円～

【⑥】給与所得金額

0円

【カ】－650,000円

＿＿＿＿＿＿＿円

【カ】×0.9－1,100,000円

＿＿＿＿＿＿＿＿＿円

【カ】－1,950,000円

＿＿＿＿＿＿＿＿＿円

Ａ×2.8－80,000円

＿＿＿＿＿＿＿円

Ａ×3.2－440,000円

＿＿＿＿＿＿＿円

※　【カ】の欄には、税金やその他の控除を差引く前の金額を記
入します。

※　日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票の無い人は申
告書裏面「６　給与所得の内訳」欄に月ごとの収入金額等を
記入し、【カ】欄にはその合計額を記入してください。

※　給与収入金額が850万円超で、以下⑴～⑶のいずれかを満た
す場合は所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。

　⑴特別障害者に該当する　⑵22歳以下の扶養親族を有する
　⑶特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

　所得金額調整控除・・・（給与収入金額－850万円）×0.1
　なお、給与収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円と
して計算する。

⑦公的年金等の雑所得金額（0円未満となる場合は0円）
公的年金は雑所得となります。公的年金等収入金額【キ】を以下の表にあて
はめた金額を雑所得【⑦】に記入します。ただし、公的年金等以外の雑所得が
ある場合は、これらの合計額を雑所得【⑩】に記入します。

【キ】（公的年
金等の収入金
額の合計額）
の金額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
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和
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六
年
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二
日
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降
に

生
ま
れ
た
方

※　【キ】の欄には、税金やその他の控除を差引く前の金額を記入します。
※　【ク】、【ケ】公的年金等以外の雑所得がある場合は、申告書裏面の「８　
配当所得・雑所得（公的年金等以外）に関する事項」欄に収入金額・必要
経費等を記入し、収入金額の合計額を【ク】、【ケ】に、収入金額から必要
経費を差引いた金額を上記で計算した公的年金等の所得金額と合算し
て【⑩】に記入してください。

　給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、
所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
　所得金額調整控除＝給与所得（10万円を超える場合は10万円）＋公的年金
等に対する雑所得（10万円を超える場合は10万円）－10万円

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

一時所得の合計収入金額

収入を得るために支出した金額

A－B

（差引金額）

特別控除額

（最高限度額50万円）

C－D

E×1／2

____________________円

____________________円

____________________円

（赤字の時は0円）

____________________円

____________________円

____________________円

Ｃの金額が50万円未満の場合

はＣの金額を限度額とします。

【シ】に記入
【⑪】に記入

⑪一時所得　　　　　  一時所得の金額は次のとおり計算します。

（千円未満の端数切

捨て）

　　　,000円
↓
Ａ

【カ】÷4

⑥給与所得
給与収入金額【カ】を以下の表にあてはめて計算した金額が給与
所得金額【⑥】になります。

1,300,000円
未満

1,300,000
～4,099,999円

4,100,000
～7,699,999円

7,700,000
～9,999,999円

10,000,000円
以上

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

【キ】
－600,000円

【キ】
－500,000円

【キ】
－400,000円

【キ】×0.75
－275,000円

【キ】×0.75
－175,000円

【キ】×0.75
－75,000円

【キ】×0.85
－685,000円

【キ】×0.85
－585,000円

【キ】×0.85
－485,000円

【キ】×0.95
－1,455,000円

【キ】×0.95
－1,355,000円

【キ】×0.95
－1,255,000円

【キ】
－1,955,000円

【キ】
－1,855,000円

【キ】
－1,755,000円

昭
和
三
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3,300,000円
未満

3,300,000
～4,099,999円

4,100,000
～7,699,999円

7,700,000
～9,999,999円

10,000,000円
以上

【キ】
－1,100,000円

【キ】
－1,000,000円

【キ】
－900,000円

【キ】×0.75
－275,000円

【キ】×0.75
－175,000円

【キ】×0.75
－75,000円

【キ】×0.85
－685,000円

【キ】×0.85
－585,000円

【キ】×0.85
－485,000円

【キ】×0.95
－1,455,000円

【キ】×0.95
－1,355,000円

【キ】×0.95
－1,255,000円

【キ】
－1,955,000円

【キ】
－1,855,000円

【キ】
－1,755,000円

※　寄附金控除について
秋田県共同募金会・日本赤十字社秋田県支部・都道府県・市町村に対する寄附、都道府県や市町村が条例により指定した寄附など
控除対象となる寄附金を支出した場合は、申告書裏面「９．寄附金に関する事項」欄の該当箇所に支出金額を記入してください。
都道府県・市町村に寄附した場合は、ふるさと寄附金として有利な控除が受けられます。（一部の災害義援金を含みます。）
控除には、寄附先で発行した寄附金受領証明書が必要です。
また、ワンストップ特例制度の申請を行った方は、申告しなくとも控除を受けることができますが、他の控除や事業所得等の申告
をする場合は、あわせて寄附金控除の申告が必要です。
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